
O C型肝炎訴訟について.感染被害者の方々の早期. -律救済の要請にこたえ

るベく1.議員亘法によってその解決を図るため,新しく法律くIX11が制定され1

平成20年1月1.6日から施行されましたo

く井りr特定フイブリノゲン製剤及ぴ特定血液凝圃第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するた
めの給付金の支給に関する特別措置法jです.

o 感染被害者の方々た甚大な被害が生じ1その被害の拡大を防止できなかった
ことについて,率直E羊園の責任を藷め1L感染被害者とその遺族の皆さまに心か
らお詫ぴ申し上げますo

O 厚生労働省は,出産や手術での大量出血などの際に特定のフイブリノゲン製

剤や血液凝固第正因子製剤を投与されたことによってC撃肝炎ウイルスに感染
された方々との間で.この法律に基づく給付金の貫給の仕組みに沿うてl今後I
和解を進めてまいります.

L

に記掛.の準与を受i紘土とによつて二

く疲2J痩娠中や出産時め大量出中l

くX.3ーJ.

やr椿虎血液凝甲幕野困子琴糾,-.く裏面
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裁判手続の中で褒剰韓与の軍臭,.申雫開胤雇状が確喪ぎれたら.これを狂明する和解調書等をも

ってへ由立行政法人医薬畠医療機器総合機構に給付金の菱給を清求していただくこiIたなります.


